
平成 16 年 11 月 16 日 

                         金  融  庁 

 

ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応について 

 

10 月中旬以降、証券取引法上のディスクロージャーをめぐり、不

適正な事例が相次いで判明している。これは、ディスクロージャー

制度に対する国民の信頼を揺るがしかねない事態であると認識して

おり、ディスクロージャー制度に対する信頼性の確保に向け、以下

の方策を強力に推進していくものとする。 

 

1.  有価証券報告書等の審査体制 

(1) 来年７月から有価証券報告書等の虚偽記載等に係る検査・報

告徴求権限を関東財務局から証券取引等監視委員会に移管する。

これに伴う審査体制全体のあり方を金融庁総点検プロジェクト

の一環として検討する。 

 

(2) 開示義務違反等に係る情報収集の強化を図るため、ディスク

ロージャー･ホットラインを開設する。 

 

(3) 開示書類に係る分析能力の向上に向け、EDINET（有価証券報

告書等の開示書類に関する電子開示システム）の機能充実、特

に、XBRL(財務情報を効率的に処理するためのコンピュータ言

語)化に向けた動きを加速する。このため、関係諸団体による

「EDINET の高度化に関する協議会」を発足させる。 

 

(4) 全開示企業に対し、株主の状況等についての開示内容を自主

的に点検し、必要があればすみやかに訂正報告書等の提出を行

うよう、各財務局を通じて指示する。 

 

２．公認会計士等に対する監督 

(1) 開示会社の有価証券報告書等において、監査人の監査体制や

監査継続年数についての開示を検討する。 

 

(2) 公認会計士･監査審査会において、①個人会計士が行う監査が

品質管理という観点から問題を生じていないか、②長期間監査 

資料６－１－１ 



 

を継続している監査人について、独立性、品質管理の観点から

問題を生じていないか等に留意したモニタリングを実施する。

このため、これらの項目に重点を置いた品質管理レビューの実

施を日本公認会計士協会に要請する。 

 

３．開示制度の整備 

開示制度をめぐる、金融審議会第一部会ディスクロージャー･ワ

ーキング･グループにおける検討の中で、以下の事項についての検

討を要請する。 

 

(1) 財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価

と公認会計士等による監査のあり方 

 

(2) 継続開示義務違反に対する課徴金制度のあり方 

 

(3) コーポレート･ガバナンスに係る開示の充実のあり方（内部監

査の組織・人員・手続、会計監査人の監査体制・監査継続年数

（再掲）等） 

 

(4) 親会社が継続開示会社でない場合の親会社情報の開示の充実

のあり方 

 

４．市場開設者に対する要請 

  会社情報の適時適切な開示の確保等に向け、各証券取引所にお

いても、上場規則の見直しなど所要の措置が講じられるよう、各

市場開設者に対応を要請する。 



平成 16 年 12 月 24 日 

                         金  融  庁 

 

ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応（第二弾）について 

 

10 月中旬以降、証券取引法上のディスクロージャーをめぐり、不

適正な事例が相次いで判明したことを受け、金融庁では、本年 11 月

16 日、「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応」をとり

まとめ公表した。その後、約１ヶ月が経過した、この機会をとらえ、

これまでの作業の進捗状況や全開示企業による自主的点検の回答 

状況等を踏まえ、今般、「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向

けた対応（第二弾）」をとりまとめ、公表することとした。金融庁に

おいては、以下の方策を、引き続き強力に推進していくものとする。 

 

１．全開示企業による自主的点検を受けた対応 

(1) 自主的点検に関し、これまで訂正報告書の提出がなく、また、

訂正の必要がない旨の回答も行われていない開示企業に対して

は、各財務局を通じて点検状況の照会を行う。その上で、ディ

スクロージャー・ホットラインに寄せられた情報等も参考に、

必要に応じ、報告徴求・立入検査等を実施する。 

 

(2) 今回の訂正報告書の提出により訂正された開示内容について

分析を行い、これを踏まえ、関係府令に規定された有価証券  

報告書の「記載上の注意」の明確化等所要の対応を行う。 

 

 (3) 上記の分析結果等を踏まえ、全開示企業に対して文書を送付

し、開示上の留意点につき周知を図るとともに、適正なディス

クロージャーに向けて経営者の継続的な取組みを求める。 

 

(4) 有価証券報告書の記載要領等に係る広報・研修活動を強化す

る。このため、関係団体と連携し、平成 17 年 3 月期の有価証券

報告書の作成時期にあわせて、有価証券報告書作成に関する 

セミナー等を全国で開催する。 
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２．有価証券報告書等の審査体制 

 (1) 有価証券報告書等の虚偽記載等や不公正な証券取引の問題に

的確に対応するため、平成 17 年度予算において、証券取引等  

監視委員会事務局に課徴金調査・有価証券報告書等検査室(定員 

40 名)を設置するとともに、総務企画局にディスクロージャーを

めぐる問題を専担する企業開示課を設置する。 

 

 (2) 証券取引等監視委員会においては、有価証券報告書等の虚偽

記載等について、来年 7 月以降すみやかに効率的かつ重点的な 

検査を実施するため、資料・情報の分析手法の開発・研究など

所要の準備を進める。 

 

 (3) 開示企業に係る分析能力の向上等を図るため、EDINET(有価証

券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)の機能充実、

特に、XBRL(財務情報を効率的に処理するためのコンピュータ言

語)化に向けた具体的な作業計画を、関係諸団体で構成する

「EDINET の高度化に関する協議会」において検討し、来年春を

目処に取りまとめる。 

 

３．開示制度の整備 

本日とりまとめられた金融審議会第一部会報告を踏まえ、以下

の対応を行う。 

 

(1) 財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価

と公認会計士等による監査 

現在任意の制度として導入されている経営者による確認書 

制度の活用を促すとともに、経営者による評価の基準及び公認

会計士等による検証の基準の明確化を企業会計審議会に要請し、

当該基準に示された実務の有効性等を踏まえ、評価及び検証の

義務化につき検討する。 

 

(2) 継続開示義務違反に対する課徴金制度の導入 

証券取引法改正法案の次期通常国会提出を目指し、法制面の

検討を早急に進める。 

 

 



(3) コーポレート・ガバナンスに係る開示の充実 

関係府令の改正を行い、平成 17 年 3 月期から、有価証券報告

書において、以下の事項の開示を義務づける。 

 

①内部監査及び監査役(監査委員会)監査の組織、人員、手続。

内部監査、監査役(監査委員会)監査及び会計監査の相互連携 

 

②社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係

又は取引関係その他の利害関係 

 

③関与公認会計士の氏名、監査法人への所属及び監査継続年数。

会計監査業務に係る補助者の構成。監査証明を個人会計士が 

行っている場合の審査体制 

 

(4) 親会社が継続開示会社でない場合の親会社情報の開示の充実 

関係府令の改正を行い、平成 17 年 3 月期から、継続開示会社

である子会社の有価証券報告書において、親会社に係る以下の

事項の開示を義務づける。 

  

①株式の所有者別状況及び大株主の状況 

 

②役員の状況 

 

③商法に基づく貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属

明細書(会計監査人の監査を受けている場合には、監査報告書

を添付)  

 

４．公認会計士等に対する監督 

(1) 会計監査をめぐる最近の非違事例等を踏まえ、審査体制、  

業務管理体制など監査法人の内部統制に重点を置いた公認会計

士･監査審査会によるモニタリング及び立入検査を実施する。 

  また、公認会計士・監査審査会は、引き続き、①個人会計士

が行う監査が品質管理という観点から問題を生じていないか、

②長期間監査を継続している監査人について、独立性、品質管

理の観点から問題を生じていないか等に留意したモニタリング

等を実施する。 



 (2) 会計監査をめぐる最近の非違事例やモニタリングの結果等を

踏まえ、監査法人における内部統制の強化や品質管理の向上等

に向けて、監査基準や実務指針の見直しなど所要の検討を企業

会計審議会及び日本公認会計士協会に要請する。 

 

５．市場開設者に対する要請 

  金融庁の要請を受け、現在、各証券取引所において会社情報の

適時適切な開示等に向け上場規則の見直し等が予定されているが、

これらの措置が着実に講じられるとともに、今後とも、必要に  

応じ、的確な措置が講じられていくよう市場開設者に要請する。 

 

 

 



平成 17 年１月 21 日 

 

 

有価証券報告書提出会社における自主的な点検について 

 

 

 

 

自主的な点検を要請した会社 

 

（注）清算手続等により調査不能の５社を除いている。 

 

4,538 社

 

訂正報告書を提出した会社              

 

 訂正の内容 

  

 株主の状況に係る訂正 

 

   ・「大株主の状況」（所有株式数、所有割合の訂正など） 

   

・「所有者別状況」（所有株式数、所有割合の訂正など） 

   

・「役員の状況」（所有株式数の訂正など） 

   

  財務諸表(本表における計上区分、区分掲記もれ、注記における

担保に供している資産及び対応する債務額の訂正など） 

 

その他(｢関係会社の状況｣(子会社株式の所有割合の訂正など）、

｢従業員の状況｣（従業員数、平均年間給与の訂正など）など） 

 

 （注）複数項目訂正した会社は、それぞれの項目で計上されている。 

 

589 社

372 社

297 社

163 社

 65 社

190 社

192 社

 

  

 

訂正の必要がない旨の回答をした会社 

 

 

3,949 社
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平成 16 年 11 月 24 日 

 

EDINET の高度化に関する協議会の開催について 

 

１．開催の趣旨 

証券市場の効率性を高めていくためには、企業の財務情報が利用者に迅速に伝達

され、その分析結果が投資判断に迅速に反映されていくことが重要。この中で、米欧各

国の電子開示システムにおいては、財務情報の分析・加工が容易となるコンピュータ

言語（XBRL）の導入に向けた動きが急速に進んでいる。 

我が国においても電子開示システム（EDINET）の高度化に向けた取組みが求めら

れており、このため、関係機関間における適切な連携を図り、計画的かつ効率的な形

で取組みを進めていくことを目的として協議会を開催する。 

 

２．構成メンバー 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

日本証券業協会 

ジャスダック 

日本公認会計士協会 

財務会計基準機構 

日本経済団体連合会 

日本証券アナリスト協会 

国税庁 

日本銀行 

 

金融庁 

 

３．協議テーマ 

①EDINET の高度化に向けた問題意識の共有 

②EDINET の高度化を実現していく上での課題の洗い出し 

③EDINET の高度化に向けた具体的な作業計画の策定 

(注) 来年夏までのできるだけ早い時期に具体的な作業計画を策定することを目途とす

る。 

 

連絡・お問い合わせ 

金融庁 TEL 03-3506-6000（代表） 

総務企画局 市場課 

企業開示参事官室 吉田（内線 3661）
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平成16年11月24日

天野 俊彦 社団法人　日本証券アナリスト協会　常務理事

牛島 憲明 株式会社　ジャスダック　取締役

梅田 直嗣 国税庁　情報技術室　システム研究官

遠藤 博志 財団法人　財務会計基準機構　常務理事

川本 哲也 株式会社　大阪証券取引所　執行役員

坂下 晃 日本証券業協会　常務執行役

高木 勇三 日本公認会計士協会　常務理事

長友 英資 株式会社　東京証券取引所　常務取締役

藤原 清明 社団法人　日本経済団体連合会　経済本部　税制・会計グループ長

和田 芳明 日本銀行　考査局　金融データ管理担当総括　企画役

振角 秀行 金融庁　総務企画局　審議官

池田 唯一 金融庁　総務企画局　市場課　企業開示参事官

岩丸 良明 金融庁　CIO補佐官

喜入 博 金融庁　CIO補佐官

桑原 義幸 金融庁　CIO補佐官

水野 哲昭 関東財務局　理財部長

（敬称略：五十音順）

EDINETの高度化に関する協議会メンバー
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○ 公開買付（ＴＯＢ）規制の適用範囲の見直し 

    

  公開買付制度の信頼性の確保 

  

公開買付規制が適用されない立会外取引のうち、相対取引

に類似した取引については、株主に平等に売却の機会を与え

るため、公開買付規制の対象とする。 

 

 

○ 上場会社の親会社に対する情報開示の義務づけ 

 

  ディスクロージャー制度の信頼性の確保 

  

上場会社の親会社について、親会社自身の情報の開示を

義務づける。 

 

 

○ 外国会社等の英文による企業情報の開示 

 

  我が国証券市場の国際化・競争力の向上 

  

日本語による要約等の添付を前提に、外国会社等に英語に

よる有価証券報告書の提出を認める。 

証券取引法の一部を改正する法律の概要 
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公開買付（ＴＯＢ）規制の適用範囲の見直し 

公開買付制度 

 

 

 
 

取引所市場内取引 

区 分 
立 会 取 引 

立会外(時間外)取引
ToSTNet-1 取引 

（東証）の場合 

取引所市場外取引 

取引時間 
９：００～１１：００ 

１２：３０～１５：００ 

８：２０～ ９：００ 

１１：００～１２：３０ 

１５：００～１６：３０ 
随 時 

取引方法 オークション方式 

ネットワーク上で相

対交渉による取引

可能 
相対取引 

公開買付 

規 制 の 

適 用 
な し 

な し 

 

あ り 

あ り 

 

 

改正の概要 

立会外取引のうち、相対取引に類似する取引については、買付け

後の株券等保有割合が 3 分の 1 を超える場合に公開買付規制を適用

する。 

 

上場会社の株券等につき、取引所市場外で、一定の買付け（買付け

後の所有割合が３分の１超など）を行う場合には、買付者に買付価格

等を予め提示することを義務づけ、株主に平等に売却の機会を与える

制度 
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上場会社の親会社に対する情報開示の義務づけ 

改正前の制度 

 

 

 

 

 

改正の概要 

子会社が上場会社であって、親会社が上場していないこと等により

開示していない場合、親会社自身の情報の開示を義務づける。 

○  親会社の範囲 

上場会社の議決権の過半数を直接又は間接に保有する会社 

○  開示させる内容 

①  株式の所有者別状況及び大株主の状況 

②  役員の状況 

③  商法に基づく貸借対照表、損益計算書、営業報告書、附属明

細書等 

 

 

   

 親 会 社 (非開示) 

 ↓  

 上場会社  

 ↑↑↑  

 投 資 者  

   

投資者が子会社（上場会社）
の状況を把握するためには、
親会社の情報が重要。 

（開示） 

子会社が上場会社であって、親会社が上場していないこと等により

開示していない場合、親会社自身の情報は投資家に十分に提供され

ない。 

支配 
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外国会社等の英文による企業情報の開示 

 

改正前の制度 

我が国証券市場に上場している外国会社等は、毎年、日本語で

作成した有価証券報告書を提出しなければならない。 

 

                                        

 

 

 

 

我が国証券市場の国際競争力を高めるため、投資判断に必要

な情報の開示を確保しつつ、上場に係るコスト負担を軽減する必

要 

 

 

 

改正の概要 

外国会社等は、本国等において適切な開示基準に基づいて英

語による開示が行われている場合には、日本語による要約その他

の補足書類を添付することを条件に、英語による有価証券報告書

を提出できることとする。 
 

 

上場外国会社数（東証） 

S56 S61 H3 H8 H13 H16

上場会社数
(年末ベース)

15 52 125 67 38 30

外国会社等は日本

語での開示によるコ

スト負担を意識 
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証券取引法の一部を改正する法律案に対する修正（要旨） 
 
 
 

一 継続開示義務違反に対する課徴金制度の導入 

１ 継続開示義務違反について、課徴金の制度を導入するものとする。 

２ 課徴金の額は、次の（１）の額を原則とし、（２）の額が（１）の

額を超える場合には（２）の額とする。 

 （１）３００万円 

 （２）虚偽記載時の株式時価総額×０．００３％ 

                   （除斥期間は３年） 
 
 

二 罰金との間の調整規定 

  罰金と併せて一の課徴金が課される場合には、その課徴金の額から

罰金の額の全額を控除することとする。 
 
 

三 附則関係 

 １ 一定の要件を充たす者に対する課徴金額の減額 

   一定の要件を充たす継続開示義務違反については、この法律の施

行後１年間は、課徴金の額を減額するものとする。 

            ※一定の要件 初回の違反であること、当局による調査開始前に自主的な訂正を実施した

こと及びコンプライアンス体制の整備その他の再発防止策を講じたこと。 

            ※課徴金の額の減額 (1)「３００万円」→「２００万円」 

                      (2)「０．００３％」→「０．００２％」 

 ２ 検討 

   政府は、おおむね２年を目途として、この法律による改正後の課

徴金に係る制度の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴

金の額の算定方法、その水準及び違反行為の監視のための方策を含

め、課徴金に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
 
 

四 その他 

  その他所要の規定の整備を行うこととする。 

衆院法制局

作成資料 
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金融審議会第一部会 

ディスクロージャー・ワーキング・グループ報告の概要 
－今後の開示制度のあり方について－ 

四半期開示のあり方 
 
○ 企業業績等に係る情報をより適時に開示することが求められている状況の下、証券取引所で

行われている四半期開示を証券取引法上の開示としても位置づけるため、次のような方向で

整備を図っていくことが適切である。 

(１) 四半期開示の対象会社は、上場会社を基本とする。 

(２) 開示時期は、四半期終了後、最低限４５日以内とした上で、できる限りその短縮化を図る。 

(３) 開示内容は、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及

び四半期セグメント情報並びに非財務情報とし、原則連結ベースで記載する。 

(４) 四半期財務諸表に係る作成基準の一層の整備を図る。 

(５) 四半期財務諸表の保証手続としてレビューの導入を図ることとし、レビュー手続に係る保

証基準の整備を図る。 

(６) 四半期開示を証券取引法上の制度として位置づけていくに当たって、次の要件が満たされ

ることを前提に、半期報告制度を廃止し、四半期報告制度に統一することを検討する。 

① 財務情報が投資判断を行うために必要な詳しさのものとなること。 

② 必要な非財務情報が開示されること。 

③ 必要に応じて単体情報についても開示されること（特に、第２四半期）。 

④ 開示企業の内部統制が適正に確保されていることを前提に、公認会計士等によるレビュ

ー手続が投資者の信頼を十分に確保した形で実施されること。 

証券取引法上の開示規制の再編 
 
○ 近年、資産金融型証券（ファンドやＡＢＳ）を中心に、証券取引法上の有価証券の範囲が拡大

してきたこと及び投資サービス法制の下では、開示規制の対象範囲がさらに拡大すると考えら

れることを踏まえ、次のような方向で開示規制の再編について検討が進められるべきである。 

① 有価証券（投資サービス）をその性質及び流通性に応じて分類し、その分類ごとにふさわし

い開示規制のあり方を検討し、体系的な整理を行う。 

② 有価証券（投資サービス）をめぐる取引の態様が将来的にさらに複雑多様化していく可能性

を念頭に、開示規制の適用につき、より柔軟に判断をしていけるような枠組みを検討する。 

投資情報の的確な提供と公正な開示の確保 
 
○ 証券取引所における適時開示や証券取引法上の公正取引規制の徹底等を図っていくととも

に、証券市場における公正・公平な情報提供の確保との課題について、証券市場をめぐる今後

の動向等を注視しながら、引き続き多面的に検討を行っていく必要がある。 

○ 証券市場の効率性を向上させるためのインフラ整備として、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）の

機能拡充及びＸＢＲＬ化を図っていく必要がある。 

平成１７年６月２８日資料６－１－11 



【当該取引による損益発生の仕組み】 

１ドル＝100 円の時に、証拠金率５％で 10 万ドル(証拠金:50 万円)に投資

(買建て)した 1 ヵ月後…。（スワップポイント（※）、手数料等を考慮しない。） 

１ドル＝103 円になると、30 万円の利益が生じる 

１ドル＝ 97 円になると、30 万円の損失が生じる 

【当該取引に係る事件の例】 

１５年 ５月 札幌で業者の虚偽の説明等を問題視する判決（札幌地裁）

１０月 福岡の業者に詐欺容疑で家宅捜索（本年６月・８月逮捕）

   １１月 沖縄の業者が破綻（１２５億円回収困難） 

国民生活センターが注意喚起 

（１５年度の苦情件数は約１２００件に急増（１３年度約４０件、１４年度約４００件））

１６年 ５月 海外業者による顧客資産の横領に関する集団訴訟について

取次いだ東京の業者の責任を認める判決（東京地裁） 

外国為替証拠金（保証金）取引とは 

 

○ 顧客が約定元本の一定率(５～１０％程度)の証拠金(保証金)を

業者に預託し、差金決済による外国為替の売買を行う取引 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○ 現在、規制や監督官庁不在のまま取引業者数・取扱金額が拡

大しており、電話・訪問による執拗な勧誘、説明不足、出金遅延

などによるトラブルが急増しているほか、詐欺事件や業者の破

綻による被害が発生するなど社会問題化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原資に対して 1 ヶ

月で６０％の損益

が発生 

（※）スワップポイント：投資額について受け取ることができる外貨と円の金利差相当額。外貨を売った場合、逆に支払うこととなる。 
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※証拠金の１０倍の取引、１ドル＝１００円 

② １０万ドルの買注文 

外国為替証拠金取引のしくみ 
※約定元本の一定率の証拠金を預託し、実際の投資資金の数十倍の為替取引を行なう金融デリバティブ取引。
 

 

顧 客 

 

業 者 

① 証拠金 １００万円

１ドル＝９５円 

５０万円の損 

１ドル＝１０５円 

５０万円の益 

④  反対売買（差金決済） 
（１ヶ月後） 

（注） スワップポイントは、ドル金利の方が円金利より高いことから、これを調整するため、業者から顧客に定期的に支払われる金額。上記の例とは逆

に、円に対して金利が高いドルを売った場合、顧客がスワップポイントを支払うこととなる。 

 

③ スワップポイント(金利差相当分) 

の支払い（注） 
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金融先物取引法の一部を改正する法律の概要 

 

 外国為替証拠金取引に基づく被害の拡大を防止する観点から、外国為

替証拠金取引やこれに類似する取引を取り扱う業者を「金融先物取引業

者」の定義に含め規制対象とするとともに、取引を行う顧客を保護する

ために必要な規制の整備を行うことを目的として、以下の措置について

法案を提出。 

 

 

○ 外国為替証拠金取引業者等について登録制を導入 
 

・ 現在、取引所取引の受託等に限定されている「金融先物取引業」の

範囲を拡大(注)することにより、外国為替証拠金取引等を取り扱う業者

も「金融先物取引業者」として登録制の下で規制の対象に含める。 

（注）一般顧客（金融先物取引に関する専門的知識・経験のない者）を相手方と

して行う店頭金融先物取引やその媒介等を「金融先物取引業」と定義。 

 

・  あわせて、業者の財務上の健全性や業者及び主要株主の適格性等を

確保する観点から、登録拒否要件を明確化。 

 

 

○ 業者に対する規制の整備 

 

・  投資資金以上の金額について取引が行われることや、多額の損失が

生じるおそれがあることについて、取引開始前の段階で顧客に示すこ

とを義務付け（広告においても明示することとする） 
 
・  トラブル防止のため、一般顧客が希望しない限り、電話や訪問によ

る勧誘を禁止（主要国でも類似の規制）するなど、勧誘規制を整備 
 
・ 低資本金制度を導入するとともに、業者がリスクに見合った自己

資本を有していることを確認するため、自己資本規制比率の算出を義

務付け 
 
・ その他、定期的な情報開示義務、外務員制度等について規定 

資料６－２－３ 



外国為替証拠金取引業者への規制のイメージ 

 プリンシパル型（相対取引型） 

 
 
 

 IB (Introducing Broker)型（取次ぎ・媒介型） 

 

証拠金 

取引 

証拠金 

取引 

• 適合性原則 
• 事前の契約書面交付義務 

外国為替証拠金 
取引業者 

証拠金 

外国為替業者
の紹介 

• 適合性原則 
• 事前の契約書面交付義務 

取 引 

• 登録制 
• 低資本金規制 
• 自己資本規制比率 
• 外国為替業者が投資家に対して

負う債務の保証義務 
• 財務状況等のディスクロ義務 

営業の委託 

外
国
為
替
証
拠
金 

取
引
業
者 

個
人
投
資
家 

 

外
国
為
替
市
場 

カ
バ
ー
取
引
先 

（
金
融
機
関
等
） 

信託銀行 

預かり証拠金 

信託義務 

• 登録制 
• 低資本金規制 
• 自己資本規制比率 
• 財務状況等のディスクロ義務

個
人
投
資
家 

 

外
国
為
替
市
場 

外
国
為
替
業
者 

国内 国外
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金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係政令の整備等に関する政令の概要 
 

１．目的 

 

「金融先物取引法の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 159 号）」の施行に伴い、関係政

令について所要の整備を行う。 

 

２．整備の概要 

 

(1) 店頭金融先物取引から除かれる取引 

   取引の当事者の保護のため支障を生ずることがないと認められる取引として、預金等に組

み込まれた店頭金融先物取引を適用除外とする。 

 

(2) 登録の拒否 

   金融先物取引業者の最低資本の額 

    法人の登録申請者の資本の額又は出資の総額が 5,000 万円に満たない場合、登録の拒否事

由に該当する。 

 

(3) 広告において表示すべき事項 

   顧客の判断に影響を及ぼす重要事項として、金融先物取引業者が表示する通貨等の売付け

の価格と買付けの価格とに差があるときはその旨、顧客が金融先物取引の受託等に関し預託

すべき委託証拠金その他の保証金の料率、を表示しなければならない。 

 

(4) 説明書類の縦覧 

   金融先物取引業者は、登録簿の記載事項、業務の種類、その概要及び自己資本規制比率を

毎事業年度終了の日から３ヶ月を経過した日から１年間、これをすべての営業所又は事務所

に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 

 

(5) 登録手数料 

   外務員の登録を受けようとする金融先物取引業者は、3,000 円を超えない範囲内において

実費を勘案して内閣府令で定める登録手数料を納めなければならない。 

 

  

３．施行時期 

 

平成 17 年７月１日より施行する。 
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金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係府省令の整備等に関する府令の概要 
 

１．目的 

 

「金融先物取引法の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 159 号）」の施行に伴い、関係府

省令について所要の整備を行う。 

 

２．整備の概要 

 

(1) 一般顧客から除かれる者 

  ① 専門的知識及び経験を有する者は、金融先物取引業者、証券取引法第２条に規定する定

義に関する内閣府令第４条の適格機関投資家に準ずる者、外国の法令上前二者に相当する

者等とする。 

  ② 一般顧客から除かれる株式会社は、資本の額が 3,000 万円以上の株式会社とする。 

 

(2) 登録 

   ① 登録申請書は申請者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長等に提出すること

とする。 

   ② 金融先物取引業者登録簿を当該金融先物取引業者の主たる営業所等の所在地を管轄す

る財務局等に備え置き、公衆の縦覧に供することとする。 

   

(3) 契約締結前の書面 

  ① 当該書面の内容を十分に読むべき旨、カバー取引相手方及び媒介等相手方の名称等、顧

客財産の管理方法及び金融先物取引業者等の信用状況によっては損失を被る危険がある

旨について、わくで囲み、かつ、書面の 初に記載することとする。 

  ② 加入する金融先物取引業協会の名称、店頭金融先物取引について売値と買値にスプレッ

ドがある旨及び顧客の判断に影響を与える重要な事項等について記載することとする。 

 

(4) 禁止行為 

  ① 取引一任勘定取引の契約の締結についての適用除外を証券取引法と同様にすることと

する。 

  ② 不招請勧誘の禁止について、継続的取引関係にある顧客に対する勧誘及び外国為替取引

に関する業務を行う法人に対し、為替変動のヘッジ取引のための勧誘を適用除外とするこ

ととする。 

  ③ 両建て取引の勧誘を禁止することとする。 

  ④ 勧誘の目的を明示せず一般顧客を集めて勧誘する行為を禁止することとする。 

 

(5) 受託等に係る財産の管理方法 

   委託者等が預託した保証金等は、預金又は金銭信託等による区分管理をすることとする。 

 

 (6) 外務員登録 

   ① 登録申請者の商号又は名称及び外務員の職務停止の経歴等について外務員登録原簿に

登録を受けることとする。 

   ② 外務員登録原簿は財務局等及び金融先物取引業協会に備え置くこととする。 

    

３．施行時期 

 

平成 17 年７月１日より施行する。 
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金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令の概要 

 

 

１．目的 

 

「金融先物取引法の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 159 号）」の施行に伴い、金融先物

取引業者の自己資本規制に関する内閣府令を制定し、併せて関係府令について所要の整備を行

う。 

 

２．整備の概要 

 

(1)  自己資本規制比率 

金融先物取引業者の自己資本規制比率は、基本的項目の額と補完的項目の額を合計した額（自

己資本）から控除項目の額を控除した額（固定化されていない自己資本）を、金融先物取引に係

る通貨等又は金融指標の数値の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額（リスク相

当額）で除して算出する。 

① 基本的項目：資本金、資本剰余金等 

② 補完的項目：貸倒引当金、劣後債務、有価証券評価益等 

③ 控除項目：固定資産（上場証券、国債を除く）、繰延税資産、流動資産（預託金、立替金

等） 

 

(2) リスク相当額  

リスク相当額は、市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の合計額と

する。 

① 市場リスク相当額 

保有資産等の価格の変動その他の理由により発生し得るリスクに相当する額とし、金利リ

スク相当額、外国為替リスク相当額、株式リスク相当額及びコモディティ・リスク相当額の

合計額とする。 

② 取引先リスク相当額 

取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得るリスクに相当する額とし、取引

先又は資産の区分に応じた与信相当額にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額とする。 

③ 基礎的リスク相当額 

事務処理の誤り等日常的な業務の遂行上発生し得るリスクに相当する額とし、計算を行う

日の属する月の前々月以前１年間の各月の営業費用（販売費・一般管理費及び金融費用）の

額の合計額に４分の１を乗じて得た額とする。 

 

(3) 届出 

   ① 金融先物取引業者は、毎営業日ごとに、自己資本規制比率の状況を適切に把握し、毎月末

の自己資本規制比率を、翌月 20 日までに金融庁長官に届け出なければならない。 

  ② 自己資本規制比率が 140％を下回った場合には、直ちに、その旨を金融庁長官に届け出、

かつ、営業日ごとの自己資本規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出

しなければならない。 

 

３．施行時期 

 

 ① 平成 17 年７月１日より施行する。 

 ② 平成 18 年 12 月 31 日までの間、基礎的リスク相当額の 50％に相当する額を限度として、土

地・建物を控除資産に含めないことができる。 
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ＥＵによる会計基準の同等性評価プロセス 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

ＥＣ（欧州委員会） 

 

ＣＥＳＲ（欧州証券規制当局委員会） 

（ＥＵ加盟各国の証券規制当局で構成） 

④同等性評価決定 

（２００５年１２月末

又は２００６年初め） 

③技術的助言 

（２００５年７月５日） 

①検討指示 

（２００４年６月） 

規制当局 

会計基準設定主体 

市場参加者（会計士・投資家・企業など） 

②対話 
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ＣＥＳＲの技術的助言のポイント 

 

１． 日本・米国・カナダの各会計基準は、いずれも全体として（taken as a whole）国際会

計基準（ＩＡＳ）と同等（equivalent）であると評価。 

 

２． 日本・米国・カナダの各会計基準について、以下の補完措置（remedies）が求められ

る。 

   ・ 非連結の適格特別目的事業体（ＱＳＰＥ）を連結させた補完計算書（仮定計算ベ

ースの要約財務諸表）の作成（日・米・加） 

   ・ 企業結合（持分プーリング法）及び在外子会社の会計基準の統一に係る各差異

についての補完計算書の作成（日） 

   ・ ストック・オプションの費用化の２００７年１月１日以前の実施（日・米） 

   ・ その他特定の基準に係る差異についての定性的又は定量的な追加開示（開示Ａ

及び開示Ｂ）。 

    （以上合計で、日本基準２６項目、米国基準１９項目、カナダ基準１４項目） 

   （注）これらに関連して、ＣＥＳＲは以下を指摘。 

       ・ＣＥＳＲは各国がＳＰＥの連結方針を検討していることを承知。補完計算書の必要がなくな

るよう、できるだけ早期に結論を出すことを促したい。 

       ・ＣＥＳＲは、日本の会計枠組みに関して既に行われた相当な進展を基に、ＩＡＳＢ（国際会

計基準審議会）とＡＳＢＪ（企業会計基準委員会）が最近合意したコンバージェンス・プロジ

ェクトを認識。企業結合会計とグループ連結が早期の優先事項とされることを勧めたい。 

 

３． 上記補完措置の適用の必要性は、企業毎に判断され、監査人がこれを評価する。

一 定 の 補 完 措 置 が 当 該 企 業 に と っ て 関 連 性 （ relevance ） が な く 又 は 重 要 性

（materiality）がなければ、当該企業には当該補完措置は適用されない。補完措置が必
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要な場合、当期（２００７年）及び前期（２００６年）の財務諸表で表示。 

 

４． 日本・米国・カナダの各会計基準は同等であると考えられているので、企業経営者

は、ＥＵにおける財務報告のために２組の財務諸表（現地基準と国際会計基準）を用

意する必要はなく、また国際会計基準への完全な数値調整（full reconciliation）も必

要ない。 

  

５． 今後の会計基準の整備・改善に鑑み、会計基準の重要相違について継続的な評価

メカニズム（early warning mechanism）が必要。少なくとも２００７年１月時点で最初のレ

ビューが行われるべき（注）。 

  （注）最初のレビューによって、幾つかの重要相違項目は基準変更の結果恐らくなくなるであろうと

されている。 

 

６． なお、今回の検討指示は、会計基準の同等性と法執行（enforcement）メカニズムの

説明に限定されているが、本来は、これだけでは適切な投資家保護には不十分であり、

コーポレート・ガバナンス、監査人監督や適切な法執行メカニズムのような、基準の解

釈・適用のためのフィルターが必要であり、今回の同等性評価は、各国及び各企業レ

ベルで、内部統制を含め、これらフィルターが設けられ機能しているとの想定に基づい

ている。 

                                                （以上）      







 

 

ドナルドソン委員長が日本の伊藤金融担当大臣と面会 

（２００５年５月３日付け米国ＳＥＣプレスリリース仮訳） 

 

 

 

米国証券取引委員会（ＳＥＣ）のウィリアム・ドナルドソン委員長と日本の伊藤達也

金 融 担 当 大 臣 は 、 本 日 面 会 し 、 投 資家 保 護 を一 層 確 保 す る た めの 類 似 の

（compatible）アプローチの重要性や、高品質でグローバルな会計基準の使用を拡大

することの重要性について、議論した。 

両者はまた、規制に関する議論の質を高めるとともに、米国ＳＥＣと日本の金融庁

との間で共有する目的を達成するために鍵となる課題に効果的に対処するハイレベ

ルの２国間対話に関心を表明した。 

 

米国ＳＥＣのエチオピス・タファラ国際部長によると、「ドナルドソン委員長と伊藤大

臣は、会計基準のコンバージェンス（収斂）を支持することを確認し、また米国財務会

計基準審議会（ＦＡＳＢ）と企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）との間の対話が全体的なコ

ンバージェンス・プログラムにおける重要な要素であることについて合意した。彼らは

また、グローバル市場を規制し、高次の投資家保護を促進する上で、米国ＳＥＣと日

本の金融庁との間における定期的なハイレベル協議の重要性を認識した。」 

 

資料６－５－４ 



公認会計士法の一部を改正する法律

国際的な信認の確保

・米国エンロン事件等の一連の会計不祥事

・我が国におけるバブル崩壊後の会計不正

米国企業会計改革法をはじめと
する各国の監査制度改革の進展

監査人の独立性の強化や監視･監督体制
の充実･強化等による我が国監査制度に
対する国際的信認の獲得が不可欠

監査と会計の複雑化・多様化・国際化

・グローバル化を背景とした監査証明業務を
　中心とする公認会計士業務の質的量的変化
　に対応していくことが不可欠

質を確保しつつ、多様な人材を輩出してい
くための試験制度等の改革が不可欠

我が国資本市場の活性化

公認会計士監査制度の改革は喫緊の課題

○公認会計士の使命・
　職責の明確化

・監査及び会計の専門家
　として、独立した立場
　において、会社等の公
　正な事業活動、投資家
　及び債権者の保護等を
　図り、常に品位を保持
　し、知識及び技能の修
　得に努め、公正かつ誠
　実に業務を行わなけれ
　ばならない旨を規定

○公認会計士等の独立性
　の強化

・監査証明業務とコンサル
　ティング業務等の非監査
　証明業務の同時提供の禁
　止

・監査法人内部において　
　同一の公認会計士が一定
　期間以上同一企業を担当
　することを禁止する交代
　制の導入　等

【法律の概要】

○監視･監督体制の充実･
　強化

・監査証明業務の独立性の
　確保のため、監査法人の
　内部管理や審査体制につ
　いての公認会計士協会に
　よる指導や監督（「品質
　管理レビュー」）を行政
　（公認会計士・監査審査
　会）がモニター

○試験制度の見直し

・現行の試験体系の簡素化

３段階５回→１段階２回
　＋　実務補習修了の確認

・一定の能力を持つ実務経
　験者、専門的人材育成の
　教育課程の修了者等に対
　する試験科目の一部免除

○監査法人の社員の責任
　の一部限定

○規制緩和等関連規定の見
　直し
○監査法人設立の届出制化

投資家にとって魅力ある市場にするため
インフラである公認会計士監査制度の充
実・強化が不可欠

・我が国資本市場の活性化のためには
　市場の公正性･透明性の確保による投資家の
　信頼の向上が不可欠

（←「証券市場改革促進プログラム」平成14年8月）

・指定社員制度の導入によ
　り、監査に関与しない社
　員の責任を限定

・監査法人等の業務運営の
　適正性の監視のための立
　入検査権の導入
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資料６－５－６

公認会計士までのコース

受 験 者

大学（短大を含む）卒業者等

第 １ 次 試 験

（第１次試験免除）

合 格

第 ２ 次 試 験

（短答式試験 ⇒ 論文式試験）

合 格 登 録

会 計 士 補

︵

１ 協会の実務補習所

認定を受けた監査法人又は 年 東 京 ・ 東 海

指導公認会計士による実務補習 以 近 畿 ・ 九 州

上

︶

︵

実 務 従 事 ２ 業 務 補 助

一般企業 年 監 査 法 人

官公庁等 以 会 計 事 務 所

上

︶

第 ３ 次 試 験

（筆記試験 ⇒ 口述試験）

合 格 登 録

公 認 会 計 士



資料６－５－７
新たな公認会計士試験制度等のしくみ

多 様 な 受 験 生
（受験資格：制限なし）

専門的職業人材養成実務経験者 大学生 教育課程修了者

一部の試験科目の免除 一部の試験科目の免除

短 答 式 試 験

（財務会計論（簿記・財務諸表論） 、管理会計論、監査論、企業法）

（試験の執行）

論 文 式 試 験
必須：会計学（財務会計論・管理会計論）、監査論、企業法、租税法
選択：経営学、経済学、民法、統計学の内から１科目

（試験の執行）

合 格
（合格者の決定）

企業等への就職 事業活動

業 務 補 助 等 ・ 実 務 補 習

公認会計士協会による最終統一考査

（内容・要件の認定）

修 了

（修了の確認）

登 録

公 認 会 計 士

監 査 証 明 業 務 非監査証明業務
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公 認 会 計 士 等 の 登 録 状 況

監 査 法 人

公 認 会 計 士 会 計 士 補 外 国 公 認 会 計 士

年 月 末 所 属 公 認

登 録 者 数 登 録 者 数 登 録 者 数 会 計 士 数

人 人 人 法 人 人

昭 和 ４ ０ ． ３ ２ ， ０ ８ ６ ６ ７ ５ ２ ２

４ ５ ． ３ ４ ， ０ ６ ２ ８ ６ ９ ２ ９ ２ ４ ５ ６ ２

５ ０ ． ３ ４ ， ９ ２ ７ １ ， ５ ２ ０ ２ ７ ３ ４ １ ， ３ ３ １

５ ５ ． ３ ５ ， ８ ３ ３ ２ ， ３ ０ ３ ３ ３ ５ ８ １ ， ８ ５ ２

６ ０ ． ３ ７ ， ６ ２ ８ １ ， ４ ５ ６ ２ ２ ８ ８ ３ ， １ ８ ５

平 成 元 ． ３ ８ ， ３ ６ ０ １ ， ９ ５ ６ ２ ０ ９ ９ ３ ， ７ ４ ３

２ ． ３ ８ ， ６ ６ ８ ２ ， １ ７ ０ １ ８ ９ ８ ３ ， ９ ０ ６

３ ． ３ ９ ， ０ ２ ５ ２ ， ３ ６ ８ １ ８ １ １ ２ ４ ， ２ ７ １

４ ． ３ ９ ， ２ ８ ９ ２ ， ６ ５ ２ １ ７ １ ２ ０ ４ ， ５ ９ ２

５ ． ３ ９ ， ６ ８ ２ ２ ， ９ ５ ９ １ ６ １ ２ １ ４ ， ８ ７ ４

６ ． ３ １ ０ ， １ ６ ０ ３ ， ０ ３ ７ １ ５ １ ２ ２ ５ ， １ ３ ８

７ ． ３ １ ０ ， ４ ３ ６ ３ ， ３ ９ ４ １ ３ １ ２ ２ ５ ， ３ ８ ０

８ ． ３ １ ０ ， ７ ８ ７ ３ ， ６ ０ ９ １ ２ １ ２ ６ ５ ， ５ ４ ９

９ ． ３ １ １ ， １ ４ ５ ３ ， ８ ２ ９ １ ２ １ ２ ８ ５ ， ７ ４ １

１ ０ ． ３ １ １ ， ７ ２ ３ ３ ， ８ ６ ２ １ １ １ ３ ５ ５ ， ９ ８ ７

１ １ ． ３ １ ２ ， １ ７ ８ ３ ， ９ ３ ９ １ １ １ ４ ２ ６ ， １ ９ ９

１ ２ ． ３ １ ２ ， ６ ８ ２ ４ ， ０ ８ ０ １ ０ １ ４ ４ ６ ， ３ ６ ７

１ ３ ． ３ １ ３ ， ２ ０ ９ ４ ， ２ ８ ９ ６ １ ４ ８ ６ ， ６ ７ ７

１ ４ ． ３ １ ３ ， ７ ３ ４ ４ ， ５ ６ ９ ６ １ ４ ７ ６ ， ９ ０ １

１ ５ ． ３ １ ４ ， ２ ４ ６ ４ ， ９ ８ ２ ５ １ ４ ６ ７ ， ５ ３ ７

１ ６ ． ３ １ ４ ， ８ ３ ７ ５ ， ４ ０ ０ ５ １ ５ １ ７ ， ９ ５ ９

１ ７ ． ３ １ ５ ， ４ ７ ７ ５ ， ９ ６ ５ ５ １ ５ ５ Ｎ ． Ａ

（ 注 ） １ ． 監 査 法 人 設 立 第 １ 号 は 、 昭 和 ４ ２ 年 １ 月 １ ９ 日 で あ る 。

２ ． 外 国 公 認 会 計 士 資 格 の 承 認 は 、 昭 和 ５ １ 年 以 降 行 わ れ て い な い 。




